
和歌山県監査公表第6号

令和2年9月24日付け監査報告第10号の監査結果に基づき、知事等から措置を講じた旨

通知があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、

次のとおり公表する。

令和3年3月2日

和歌山県監査委員 保 田 栄 一

和歌山県監査委員 河 野 ゆ う

和歌山県監査委員 秋 月 史 成

和歌山県監査委員 川 畑 哲 哉

1 総務部

(1) 市町村課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 平成30年度に支出すべき委託契約 ア 今後このような支出漏れがないよ

において、翌年度に過年度払いして う、確認を行うとともに適切な支払

いる事例があったので、適正に処理 管理について職員に周知徹底した。

されたい。

2 企画部

(1) 情報政策課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 平成30年8月22日付け総集第0822 ア 平成30年8月22日付け総集第0822

0001号総務事務集中課長通知によ 0001号総務事務集中課長通知によ

る「備品の現在高と現物との照合」 る備品の照合を行った結果、相違が

を行った結果、現物確認できない備 確認された備品については、適正に

品があったので、適正に処理された 事務処理を完了している。引き続

い。 き、和歌山県物品管理等事務規程

（昭和39年和歌山県訓令第20号）に

基づき適正な物品管理を行うよう、

職員に周知徹底した。

イ 物品調達に係る見積書を徴する決 イ 事務決裁規程（昭和62年和歌山県

裁において、決裁権者の押印がなさ 訓令第8号）に基づき、今後は、適正

れていない事例があったので、適正 に処理するよう、職員に周知徹底し

に処理されたい。 た。

(2) 移住定住推進課



監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項

ア 契約保証金の受入れ前に契約を締 ア 和歌山県財務規則（昭和63年和歌

結している事例があったので、適正 山県規則第28号）に基づき、適正に

に処理されたい。 処理するよう、職員に周知徹底を行

った。

イ 和歌山県ふるさと定住センター運 イ 事務決裁規程に基づき、今後は、

営業務委託に係る支出負担行為の決 適正に処理するよう、職員に周知徹

裁について、合議区分を誤っていた 底を行った。

ので、適正に処理されたい。 また、今年度分については適正に

処理した。

3 環境生活部

(1) 環境生活総務課

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 寄附金受入れの決裁について、決 ア 同寄附金について、令和2年度か

裁区分を誤っていたので、適正に処 ら、適正な決裁区分により受入事務

理されたい。 を行っている。

また、事務決裁規程の遵守につい

て周知徹底するとともに、所管事務

に係る決裁区分の一覧表を、課内全

員で共有した。

イ ETCカード使用承認・使用管理 イ ETCカード使用時には、使用者と貸

簿において、旅行命令権者の承認 出者の双方において「ETCカード使用

がなされていない事例があったの 承認・使用管理簿」で旅行命令権者

で、適正に処理されたい。 が承認済みであることを必ず確認し

た上でETCカードの受渡しをするよ

う、職員に周知徹底した。

(2) 県民生活課

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 支出負担行為の決裁において、出 ア 当該事項は、広告料及び委託料の



納機関への合議がなされていない事 契約において、合議区分の確認を怠

例があったので、適正に処理された っていたものである。

い。 今後このようなことのないよう、

課員に周知徹底するとともに、管理

職においても十分確認を行うよう、

徹底した。

イ 必要のない支出負担行為の増減を イ 当該事項については、財務会計シ

行っている事例があったので、適正 ステムについての理解等が十分でな

に処理されたい。 かったため、発生したものである。

今後このようなことのないよう、

システムの習熟に努めるよう所属職

員に対し指導した。

ウ 台風19号災害ボランティアバス運 ウ 当該事項については、公募などの

行業務において、契約保証金の受入 都合により契約締結前から運行日程

れ前に契約を締結している事例があ が決まっている災害ボランティアバ

ったので、適正に処理されたい。 スの実施において、契約保証金を必

要とする落札業者からの入金に遅延

があったものの、運行を優先し、や

むなく契約を進めたものである。

今後このような事態が生じないよ

う、ボランティアバスの実施方法等

に工夫を加え、適正な事務処理を行

うよう、周知徹底した。

4 福祉保健部

(1) 福祉保健総務課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 生活困窮者就労準備支援事業費等 ア 生活困窮者就労準備支援事業費等

補助金（地域福祉増進事業分）に係 補助金（地域福祉増進事業分）に係

る生活福祉資金貸付原資の国庫返還 る生活福祉資金貸付原資の国庫返還

金の納付について、納期限後に返還 金の納付については、債権発生通知

したため延滞金が発生していたの 書の受理に伴い、今まで返還依頼事

で、今後適正に処理されたい。 務及び収入事務、会計課への納付書

発行依頼事務をそれぞれ個別に処理

していたため納期限後の納付となっ

たものであり、今後は、事務処理を

一本化し、漏れなく同時に処理を行

う。

また、返還業務の事務処理につい



て、適切な取扱いを行うため作成し

た「国庫返還金事務担当者マニュア

ル」を、課内全員に周知徹底すると

ともに、課の所管する各補助金につ

いて、決算報告と補助金受入額を対

比し、返還金発生の有無を事前把握

するとともに、返還業務の各段階の

事務処理を担当者と担当班長が「国

庫補助金等返還チェックシート」で

管理、共有し、スケジュール管理を

適切に行うこととし、事務処理の適

正化を図った。

(2) 子ども未来課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 和歌山県結婚意識に関する潜在的 ア 地方自治法施行令（昭和22年政令

要因調査業務委託について、契約保 第16号）第167条の16及び和歌山県財

証金の受入れ前に契約を締結してい 務規則第92条に基づき、今後は、適

たので、適正に処理されたい。 正に事務処理を行うよう、課内職員

に周知徹底した。

(3) 障害福祉課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 心身障害者扶養共済掛金の調定に ア 心身障害者扶養共済掛金の調定の

おいて、減免対象者の分を含めて調 際、減免対象予定者一覧に基づき一

定している事例があったので、適正 層の注意を払うほか、年度途中にお

に処理されたい。 いて調定状況を別途確認することに

より、適正な事務処理を行ってい

く。

(4) 医務課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置



注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発の ア 今後は、適正な事務処理を行うよ

条件を満たしていないにもかかわら う、課内職員に周知徹底した。

ず早朝出発の旅行命令を行い、誤っ

た旅費を支給している事例があった

ので、適正に処理されたい。

イ 報償費の支払において、法人から イ 今後は、適正な事務処理を行うよ

誤って所得税を源泉徴収している事 う、課内職員に周知徹底した。

例があったので、適正に処理された

い。

(5) 健康推進課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 平成30年度国民健康・栄養調査 ア 各担当が債権発生通知書の原本及

委託費の国庫返還金の納付につい び写しを会計課に提出した提出日、

て、納期限後に返還したため延滞金 提出班（担当班）、発行予定日を担

が発生していたので、今後適正に処 当班長へ報告、報告内容を担当班長

理されたい。 と副課長で情報共有することとし、

国庫返還金の適切な取扱いを行うた

め作成した「国庫返還金事務担当者

マニュアル」を課内職員に周知徹底

し、事務処理の適正化を図った。

(6) 国民健康保険課

監査実施年月日 令和2年8月19日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 令和2年2月議会で補正すべき令和 ア 補正の対象となった保険給付費等

元年度国民健康保険特別会計補正予 交付金に係る予算の執行管理強化策

算27億7,586万8千円を、令和2年3月3 として、市町村からの月例報告の改

1日に知事専決処分し、令和2年4月 善及び所要見込額の市町村との同一

県議会臨時会において、報告を行 観点での意思疎通の徹底に取り組ん

っていたので、今後このようなこ でいる。

とのないように予算管理に万全を期

されたい。

イ 旅行命令簿において、次の不適切 イ 過支給分を職員に返納させた上、



な事例があったので、適正に処理さ 今後は、適正な事務処理を行うよ

れたい。 う、関係職員に周知徹底した。

（ア）移動方法を誤り、誤った旅費を

支給していた。

（イ）早朝出発夜間帰着の条件を満

たしていないにもかかわらず、

早朝出発夜間帰着の旅行命令を行

い、誤った旅費を支給していた。

ウ 普通旅費において、旅行命令簿を ウ 今後は、適正な事務処理を行うよ

作成していない事例があったので、 う、関係職員に周知徹底した。

適正に処理されたい。

エ 随時の資金前渡において、口座名 エ 令和元年度中に誤りが発覚し、口

義が前任の資金前渡職員のまま支出 座名義、債権債務者登録の誤りを是

している事例があったので、適正に 正している。

処理されたい。

5 商工観光労働部

(1) 商工観光労働総務課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発夜 ア 誤支給となっていた旅費について

間帰着の条件を満たしていないにも 返納手続を行うとともに、今後は、

かかわらず早朝出発夜間帰着の旅行 適正な事務処理を行うよう、所属

命令を行い、誤った旅費を支給して 職員に周知徹底した。

いる事例があったので、適正に処理

されたい。

(2) 企業振興課

監査実施年月日 令2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発夜 ア 誤支給となっていた旅費について

間帰着の条件を満たしていないにも 返納手続を行うとともに、今後は、

かかわらず早朝出発夜間帰着の旅行 適正な事務処理を行うよう、所属

命令を行い、誤った旅費を支給して 職員に周知徹底した。

いる事例があったので、適正に処理

されたい。



(3) 企業立地課

監査実施年月日 令2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発夜 ア 誤支給となっていた旅費について

間帰着の条件を満たしていないにも 返納手続を行うとともに、今後は、

かかわらず早朝出発夜間帰着の旅行 適正な事務処理を行うよう、所属

命令を行い、誤った旅費を支給して 職員に周知徹底した。

いる事例があったので、適正に処理

されたい。

(4) 観光振興課

監査実施年月日 令2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 支出負担行為の決裁において、出 ア 出納機関への合議区分の確認を徹

納機関への合議がなされていない事 底するよう、関係職員に周知徹底し

例があったので、適正に処理された た。

い。

イ 旅行命令簿において、夜間帰着の イ 誤支給となっていた旅費について

条件を満たしていないにもかかわら 返納手続を行うとともに、今後は、

ず夜間帰着の旅行命令を行い、誤っ 適正な事務処理を行うよう、所属

た旅費を支給している事例があった 職員に周知徹底した。

ので、適正に処理されたい。

(5) 観光交流課

監査実施年月日 令2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、夜間帰着の ア 誤支給となっていた旅費について

条件を満たしていないにもかかわら 返納手続を行うとともに、今後は、

ず夜間帰着の旅行命令を行い、誤っ 適正な事務処理を行うよう、所属

た旅費を支給している事例があった 職員に周知徹底した。

ので、適正に処理されたい。

6 農林水産部

(1) 農林水産総務課



監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

指摘事項 指摘事項

ア 収入調定票の簿冊を紛失していた ア 公文書管理の重要性について改め

ので、今後このようなことのないよ て職員に対し周知徹底し、公文書の

う、公文書の厳正な管理・保管に努 厳正な管理・保管に努めている。

められたい。

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、夜間帰着の ア 過払の旅費について返還手続を行

条件を満たしていないにもかかわら い、返還を完了した。また、職員等

ず夜間帰着の旅行命令を行い、誤っ の旅費に関する条例（昭和41年和歌

た旅費を支給している事例があった 山県条例第34号）等の規定に従い､

ので、適正に処理されたい。 適正な事務処理を行うよう、所属職

員に周知徹底し、確認体制を強化し

た。

(2) 農業試験場暖地園芸センター

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 平成30年8月22日付け総集第0822 ア 和歌山県物品管理等事務規程に基

0001号総務事務集中課長通知によ づき、適正な事務処理を行うよう、

る「備品の現在高と現物との照合」 関係職員に周知徹底した。

を行った結果、現物確認できない備

品があったので、適正に処理された

い。

(3) 果樹試験場

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 不用物品の処分において、産業廃 ア 今後このようなことのないよう、

棄物として適切に処理されていない 不用物品の処分の際は、法令等に基

事例があったので、適正に処理され づき適正に処理するよう、関係職員

たい。 に周知徹底した。

(4) 果樹試験場うめ研究所



監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 不用物品の処分において、産業廃 ア 今後このようなことのないよう、

棄物として適切に処理されていない 不用物品の処分の際は、法令等に基

事例があったので、適正に処理され づき適正に処理するよう、関係職員

たい。 に周知徹底した。

(5) 畜産試験場

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 歳入金の収納において、次の不適 ア 歳入金の収納については、次のと

切な事例があったので、適正に処理 おり措置した。

されたい。

（ア）出納員及び収納員でない職員が （ア）出納員1名のほかに新たに収納員

歳入金を収納していた。 1名を任命し、和歌山県会計職員に

関する規則（昭和39年和歌山県規

則第27号）に基づき、適正な会計

事務の処理を行うよう、関係職員

に周知徹底した。

（イ）現金領収証書を実際に収納した （イ）和歌山県財務規則に基づき、適

日で発行していなかった。 正な会計事務の処理を行うよう、

関係職員に周知徹底した。

イ 特許出願に係る支出について、請 イ 特許出願に係る支出については、

求額が適正であることを確認できる 事前に見積書等を徴し、適正な事務

書類等を受領していなかったので、 処理を行うよう、関係職員に周知徹

適正に処理されたい。 底した。

(6) 林業試験場

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 平成30年8月22日付け総集第0822 ア 和歌山県物品管理等事務規程に基

0001号総務事務集中課長通知によ づき、適正な事務処理を行うよう、

る「備品の現在高と現物との照合」 関係職員に周知徹底した。

を行った結果、現物確認できない備



品があったので、適正に処理された

い。

イ 旅行命令簿において、居住地発着 イ 過払の旅費について返還手続を行

（直行・直帰）の有無欄の記入を誤 い、返還を完了した。また、職員等

ったため、誤った旅費を支給してい の旅費に関する条例等の規定に従

る事例があったので、適正に処理さ い、適正な事務処理を行うよう、所

れたい。 属職員に周知徹底し、確認体制を強

化した。

(7) 食品流通課

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発夜 ア 過払の旅費について返還手続を行

間帰着の条件を満たしていないにも い、返還を完了した。また、職員等

かかわらず早朝出発夜間帰着の旅行 の旅費に関する条例等の規定に従

命令を行い、誤った旅費を支給して い、適正な事務処理を行うよう、所

いる事例があったので、適正に処理 属職員に周知徹底し、確認体制を強

されたい。 化した。

(8) 果樹園芸課

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 日本一の果樹産地づくり事業補助 ア 実績報告書等の書類の審査におい

金について、実績報告書等の審査が ては、添付書類の確認を適正に行う

不十分であったので、適正に処理さ よう、関係職員に周知徹底した。

れたい。

(9) 畜産課

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発の ア 過払の旅費について返還手続を行

条件を満たしていないにもかかわら い、返還を完了した。また、職員等

ず早朝出発の旅行命令を行い、誤っ の旅費に関する条例等の規定に従

た旅費を支給している事例があった い、適正な事務処理を行うよう、所



ので、適正に処理されたい。 属職員に周知徹底した。

イ ETCカード使用承認・使用管理 イ ETCカード使用承認・使用管理簿の

簿において、次の不適切な事例が 記載について、適切な事務処理を行

あったので、適正に処理されたい。 うよう、再度所属職員への指導を徹

（ア）返却年月日及び管理者確認年月 底し、複数の職員による確認体制を

日の記載が誤っていた。 強化するなど、再発防止に努めてい

（イ）返却年月日及び管理者確認年月 る。

日の記入が漏れていた。

7 県土整備部

(1) 県土整備総務課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 平成30年8月22日付け総集第0822 ア 照合の結果、過去に廃棄処理した

0001号総務事務集中課長通知によ が事務処理が漏れていた物品につい

る「備品の現在高と現物との照合」 ては、和歌山県物品管理等事務規程

を行った結果、現物確認できない備 に基づき、不用及び廃棄の決定を行

品があったので、適正に処理された った。

い。 今後は、和歌山県物品管理等事務

規程に基づき、適正な事務処理を行

っていく。

イ 書類等運搬業務に係る単価契約の イ 支出負担行為等決裁・合議表（本

決裁について、出納機関への合議が 庁）の周知を徹底した。今後は、こ

なされていなかったので、適正に処 のようなことのないよう、適正な事

理されたい。 務処理に努める。

(2) 検査・技術支援課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 集中調達外の備品購入に係る支出 ア 集中調達で不落となった備品を随

負担行為において、出納機関への合 意契約で購入するに当たり、支出負

議がなされていない事例があったの 担行為決裁の際に総務事務集中課へ

で、適正に処理されたい。 の合議ができていなかった。集中調

達外の備品購入は稀な事例であった

ため、担当職員が失念したものであ

る。

今後は、適正な事務処理を行うよ



う、関係職員に周知徹底した。

(3) 用地対策課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 集中調達外の備品購入に係る支出 ア 支出負担行為等決裁・合議表（本

負担行為において、出納機関への合 庁）の周知を徹底した。今後は、こ

議がなされていない事例があったの のようなことのないよう、適正な事

で、適正に処理されたい。 務処理に努めていく。

(4) 道路政策課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 集中調達外の備品購入に係る支出 ア 出納機関への合議区分の確認を徹

負担行為について、出納機関への合 底するよう、職員に周知した。

議がなされていなかったので、適正

に処理されたい。

(5) 河川課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 重要物品の購入に係る支出負担行 ア 事務決裁規程に従い、適正に処理

為において、決裁区分を誤っている するよう、関係職員に周知徹底し

事例があったので、適正に処理され た。

たい。

イ 郵便切手類使用簿において、四半 イ 和歌山県物品管理等事務規程に基

期ごとの現物確認を行っていない事 づき、適正に処理するよう、関係職

例があったので、適正に処理された 員に周知徹底した。

い。

ウ 河川敷地の不法占用については、 ウ 河川敷地の不法占用については、

令和元年度末で8件あり、引き続き不 「和歌山県河川法違反行為対策指

法占用者に対しては厳正に対処され 針」に基づき、不法占用者に対して

たい。 現状が違法行為であることを十分認

また、不法占用を防止するため、 識させ、その形態等に応じた指導や



河川パトロール等により、河川巡視 処分を実施しているところであり、

の強化を図られたい。 引き続いての指導や河川敷売払等の

検討を行うなどの具体的な対応によ

り、全面的な解消に努めていく。

また「河川パトロール実施要領」

に基づく河川監視を実施することに

より、新たな不法占用の防止に努め

ていく。

(6) 下水道課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 和歌山県下水道事業促進整備交付 ア 支出負担行為により予算執行の意

金に係る支出負担行為について、決 思決定を行う場合は、事務決裁規程

裁区分を誤っていたので、適正に処 に定められている決裁区分を十分確

理されたい。 認するよう、課内研修を行った。今

後このようなことのないよう、適正

な事務処理に努める。

(7) 建築住宅課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 県営住宅入居者アンケート集計業 ア 契約に際して保証金が必要な事業

務委託について、契約保証金の受入 者であるかを適切に判断するととも

れ前に契約を締結していたので、適 に、保証金の受入れを確認した後に

正に処理されたい。 契約を締結するよう、職員に周知し

た。

(8) 公共建築課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 浄化槽取替工事において、当初の ア 今後は、増額の変更契約を行う際

契約金額の3割を超えて増額変更され には増額割合の確認を徹底し、契約

ているにもかかわらず、契約保証金 保証金の増額について適正に処理を



が増額されていない事例があったの 行っていく。

で、適正に処理されたい。

(9) 港湾空港振興課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 旅行命令簿において、早朝出発夜 ア 対象となる旅費の支給を受けた職

間帰着の条件を満たしていないにも 員には早急に返納させるとともに、

かかわらず早朝出発夜間帰着の旅行 今後このようなことのないよう、職

命令を行い、誤った旅費を支給して 員等の旅費に関する条例等の規定に

いる事例があったので、適正に処理 従い、適正な事務処理を行うよう、

されたい。 所属職員に周知徹底し、確認体制を

強化した。

イ 繰出金の支出負担行為において、 イ 事務決裁規定等に基づき、適切に

決裁区分を誤っている事例があった 処理していく。

ので、適正に処理されたい。

(10) 港湾漁港整備課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 負担金の支出負担行為において、 ア 今後、支出負担行為については、

決裁区分を誤っている事例があった 事務決裁規程に記載されている決裁

ので、適正に処理されたい。 区分に基づき適正に処理を行うよ

う、関係職員に周知徹底した。

8 会計局

(1) 会計課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 国庫返還金納付事務において、納 ア 関係職員に対し、適正な事務処理

付書発行手続を行っていなかったた を行うよう、周知徹底するととも

め延滞金が発生している事例があっ に、国庫返還金納付事務について各

たので、今後適正に処理されたい。 課に周知を図ることとした。

イ 支出負担行為の決裁において、合 イ 関係職員に対し、和歌山県財務規



議区分を誤っている事例があったの 則等に基づき、適正な事務処理を行

で、適正に処理されたい。 うよう、周知徹底した。

また、出納員研修をはじめとする

会計課主催の研修会等の機会を通じ

て、各課への周知を図ることとし

た。

ウ 報償費の支出票審査において、支 ウ 関係職員に対し、適正な事務処理

出命令額を誤り、戻入している事例 を行うよう、周知徹底した。

があったので、適正に処理された また、研修等により支出票などの

い。 起票時に正確な支出額の入力と起票

内容の確認を徹底するよう、各課に

周知を図ることとした。

(2) 総務事務集中課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 報償費の支出票起票事務におい ア 関係職員に対し、正確な支出額の

て、支出命令額を誤り、戻入してい 入力と起票内容の確認の徹底を指導

る事例があったので、適正に処理さ した。

れたい。

9 教育委員会

(1) 県立学校教育課

監査実施年月日 令和2年8月17日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 「和歌山・海プロジェクト」ヨッ ア 精算戻入事務について、今後は、

ト等体験会業務委託について、精算 事務処理の遅延がないよう、職員に

戻入の事務処理が遅延していたの 周知徹底した。

で、適正に処理されたい。

イ 補助金の交付事務において、次の イ 補助金の交付事務については、次の

不適切な事例があったので、適正に とおり措置した。

処理されたい。

（ア）交付申請及び実績報告につい （ア）事務決裁規程に従い、適正に処

て、決裁区分を誤っていた。 理するよう、職員に周知徹底し

た。

（イ）収支予算書及び収支決算書の審 （イ）今後、課内における審査体制を

査が不十分であった。 強化していくとともに、適正な審



査を行うよう、職員に周知徹底し

た。

10 公安委員会

警察本部

監査実施年月日 令和2年8月18日

監査の結果 監査の結果に基づき講じた措置

注意事項 注意事項

ア 損害賠償金及び修繕料の支払を伴 ア 昨年度より、教養課に設置した自

う公用車による交通事故が複数件発 動車安全運転指導係を中心に、これ

生していたので、今後は、事故防止 まで以上に、職員に対して交通事故

に留意し、車両の適正な管理に努め 防止に関する具体的な指示及び教養

られたい。 並びに運転訓練を実施するなど、よ

り一層、公用車の適正な管理に努め

ている。


